
令和２年４月30日 

 

緊急事態宣言・臨時休業が延長された場合の登校について（連絡） 

 

現時点では，５月７日（木）から学校を再開し，通常授業を行う予定ですが，今後の「新型コロナ感染症」の

情勢次第では，緊急事態宣言並びに臨時休業の延長が考えられます。その際は，５月７日（木），５月８日（金）

は出校日とし，それ以降休業措置をとる予定です。その場合は，学級連絡網で連絡しますので，下記の要領に従

って登校してください。 

なお，連絡がなかった場合は，通常授業となります。 

 

記 

 

１ 出校日 

【１ 年 生】 ５月７日(木)   

【２･３年生】 ５月８日(金) 

 

２ 当日の日程について 

８：35～８：50 (15)  ＳＨＲ(健康観察を含む) 

９：00～９：50 (50)   ・課題の回収，解答の配布，学習状況の確認など。  

            ・追加課題の配布。 

※ 生徒は，各科目の課題をすべて持参すること。 

10：00～10：50 (50)    ＬＨＲ 

10：55～11：00 (５)  終礼 

 

３ バスを利用する生徒について 

  ３密を防ぐため，下記の要領でバスへ乗車してください。また，保護者による送迎が可能な場合はそちらを

利用してください。 

 

⑴ 登校バスについて 

【１ 年 生】 

       ６：40 １組（12人） ⇒登校後，静かに自習 

        ７：45  ２組（12人） 

       ７：45 ３組 (９人) 

【２･３年生】 

７：45  ２年（18人） 

       ７：45  ３年（19人） 

 ⑵ 下校バスについて 

【１ 年 生】 

11：40 （１組） 

12：10 （２･３組） 

【２･３年生】    

11：40 （３年生） 

12：10 （２年生） 

       

 

４ その他 

⑴ 朝必ず検温を行い，発熱等風邪症状がみられる場合は学校へ連絡し，登校を控えること。 

⑵ マスクを着用し登校すること。 

 


